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平成1 4年1 1月の第１回合併協議会から平成1 5年1 2月の第1 7回合併協議会までに確認された項目の中

から、特に皆さんに関わりの深いと思われる項目についてお知らせいたします

①　議会議員の定数、任期等

・定数は2 6人とし、旧町村区域に１選挙区を設け、

それぞれの定数は、

旧古川町区域　1 1人　　旧河合村区域　３人

旧宮川村区域　３人　　旧神岡町区域　９人

とします。

なお、将来の定数及び旧町村への選挙への選挙

区の設置は、新市において協議します。

②　税金関係について

・税率は、現行のとおり継続し、５年以内に調整

します。（不均一課税）

古川町　　税率　１．６％

河合村　　税率　１．７％

宮川村　　税率　１．７％

神岡町　　税率　１．７％

・納期については、古川町の例によります。

１期　　　５月１日～同月３１日まで

２期　　　７月１日～同月３１日まで

３期　　１２月１日～同月３１日まで

４期　翌年２月１日～同月　末日まで

◎固　定　資　産　税

③　広報関係について

・市の広報紙は、毎月１回発行します。

・配布方法は、現行のとおり継続し、

新市において調整します。

配布方法　・区長、町内会に依頼又は個人発送に

より全戸配布します。。

・市外希望者には直接郵送します。

◎広報誌による広報

・税率は現行のとおり継続します。

・税　率　（４町村同一）

均等割　　２，０００円

所得割　　標準税率

・納期については、古川町の例によります。

１期　　　６月１日～同月３０日まで

２期　　　８月１日～同月３１日まで

３期　　１０月１日～同月３１日まで

４期　翌年１月１日～同月３１日まで

◎町　村　民　税

・税率は、現行のとおり継続します。

税　率　　　標準税率

・納期については、古川町の例によります。

納　期　　４月１１日～同月３０日まで

◎軽　自　動　車　税

・次の手数料は、１件3 0 0円とします。

＊所得証明　　＊所得・課税証明

＊課税証明　　＊納税証明　　＊固定資産評価証明

＊公課証明　　＊資産証明　　＊台帳登録証明

◎税関系の証明手数料
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⑥　交　通　　自主運行バス（直営・委託）

④　施設の使用料

◎国際化・国際交流

◎国　内　交　流

○同報無線施設による広報

古川町、河合村、神岡町が該当します。

・当面は広報内容等従来どおり運用します。

・新市において計画的に周波数の統一を行います。

・個別受信機使用料は廃止します。（古川町該当）

○有線放送施設による広報

宮川村が該当します。

・広報内容は、現行のとおり継続します。

・使用料（有線テレビと兼ね）月　１，２６０円

・各町村の公民館、体育施設、生涯学習施設、観光施設、

文化施設等の使用料は現行のとおりとします。

⑤　市役所の開庁時間

・開庁時間　　午前８時３０分～午後５時１５分

・月曜日のみ、窓口を夕方１時間延長します。

◎　同報無線・有線放送施設による広報

⑦　自　　治　　会

・自治会の各組織及び区域は、現行のとおり継続

します。

・各振興事務所単位で管轄します。

・連合組織、事業及び機能については、

各町村の従前の協力関係を考慮し、新市におい　

て調整します。

⑧　選　　挙（投票区）

・選挙における投票区域は、現行のとおりとします。

＊古川町　1 1投票区　　＊河合村　４投票区　　＊宮川村　６投票区　　＊神岡町　1 4投票区

・事業は、現行のとおり継続し、新市において調整します。

国　際　交　流　団　体　　　河合村　　河合村・ロイタッシュ友好協会

宮川村　　宮川村・ベルギー友好協会

国際姉妹・友好都市交流　　　河合村　　オーストリア・チロル州ロイタッシュ村

宮川村　　ベルギー王国・リバン市

国 際 交 流 ・ 理 解　　　古川町　　ルーマニアからの国際交流員（サッカー）

・事業は、現行のとおり継続し、新市において調

整します。

姉妹提携　　神岡町　愛知県知多郡美浜町

児童交流　河合村　　奈良県北葛城郡河合町

（友好提携）

富山市四方町　四方小学校

◎一般住民の海外研修

・事業は古川町の例により調整します。

まちづくりを担う人材育成を目的

補助金は１／２助成で限度額３０万円とします。

内容については新市で調整します。

⑨　交　流　事　業

・直営・委託事業とも現行のとおり継続運行します。



－30－

⑩　消　防　関　係

・消火栓、防火水槽の新設、修繕等

分担金　　事業費の１０％

・施設用地　　地元無償提供

・筒先、ホース、格納庫、標識、

ハンドルの新設・修繕等

全額　　地元負担

◎消防施設整備に対する地元負担等

⑪　健康福祉関係

・事業は現行のとおり継続します。

自己負担　　１割

１時間　　　２００円（税なし）

介護保険の水準を適用します。

・新市において無料券を年１２枚支給します。

対象者　６５歳以上、療育Ｂ１、

精神２級以上、身障４級以上

生活保護世帯

◎ホームヘルプ事業 ◎ふれあい入浴サービス事業

・事業は現行のとおり継続します。

利用料　１回　１，０００円（食事代含む）

・事業は現行のとおり継続します。

限度額　　７５万円

◎生きがい対応型ディサービス事業 ◎高齢者・身体障害者住宅改造費補助

・事業は現行のとおり継続し、３年以内に調整します。

・要介護認定者や身障者等の外出支援をするため、リフト付きバスで送迎を行います。

自己負担　　河合村　　２００円～　　　　

宮川村　　１００円～

神岡町　　年会費　１，０００円（５００円）

利用料　　　２００円（１００円） 〔３０分～〕

燃料費　　　　７５円（ ３７円） （ ）内は非課税世帯

◎福祉タクシー（外出支援サービス）運行事業

・事業は現行のとおり継続し、３年以内に調整します。

古川町　　福祉バス「ほほえみ号」の町内運行　　　　無　料

宮川村　　高齢者等の診療所通院のためのバス運行　　無　料

神岡町　　高齢者や障害者の交通の利便を図るため、

すこやかバスを運行　　　　　　　　　　　半　額　（町内の乗降に限る）

◎コミニティバス（福祉バス）運行事業

・事業は現行のとおり継続します。

河合村・宮川村　　６５歳以上の高齢者、自分で車の乗降が出来ない方の付き添い及び免許を持って

いない成人の交通手段の確保

自己負担　　　片　道　１００円

◎有償運送（デマンドポニーカーシステム）事業

・事業は、古川町の例により継続します。

要介護３から５と判定、もしくはこれに準ず

る高齢者を介護している家庭にクーポン券を支

給する。 上限　年３０，０００円

・要介護者３～５、痴呆者Ⅲ以上の在宅介護者に

対し、月６，０００円を３ヶ月ごとに支給しま

す。

◎家族介護用品等支給事業 ◎在宅寝たきり老人等介護者慰労金給付

・飛W市消防団に一本化します

◎消　　　防　　　団
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・８８歳と１００歳に祝い金を贈ります。

８８歳　　　５，０００円

１００歳　　３０，０００円

◎敬老祝品等贈呈事業

・機器本体の設置は無料とし、消耗品、手数料、

修繕料等は実費負担とします。

◎老人緊急通報システム

・事業は古川町の例により継続します。

６５歳以上の寝たきり者等の訪問

理・美容に対し補助

限　度　　年６回以内

委託費　　理・美容師に

１回1 , 0 0 0円を支払います。

◎訪問理・美容サービス事業

・事業は、古川町の例により継続します。

療育手帳所持者、付添人又は保護者及び精神

障害者保健福祉手帳の所持者に対し、交通費を

補助します。 最高１／２

◎在宅知的障害者交通費助成

・保険料は現行のとおり　　（第１号被保険者）

第１段階被保険者保険料　　1 , 6 0 0円／月

第２段階被保険者保険料　　2 , 4 0 0円／月

第３段階被保険者保険料　　3 , 2 0 0円／月

第４段階被保険者保険料　　4 , 0 0 0円／月

第５段階被保険者保険料　　4 , 8 0 0円／月

（吉城広域連合の基準による）

◎介護保険料

・事業は現行のとおり継続します。

ニュー福祉機器の購入に対する補助

（県要綱の基準による）

◎身体障害者ニュー福祉機器購入助成

・事業は現行のとおり継続します。

障害者自らが所有し運転する自動車の改造代

の補助　　最高　１０万円

◎身体障害者自動車改造助成

・事業は現行のとおり継続します。

重度身体障害者の介助用自動車購入に対し補助

対象経費　　最高６０万円

補　　助　　対象経費の２／３以内

◎重度身体障害者介助用自動車購入助成

・事業は現行のとおり継続します。

身体障害者手帳所有者及び療育手帳所有者で

自動車運転免許を取得する方に対し補助

経費の２／３以内（１０万円を限度）

◎身体障害者自動車運転免許取得補助

・指定業者の有無に関わらず、自己負担額を除き

市が負担します。

◎障害者ディサービス事業

・事業は現行のとおり継続します。

一時的に施設で障害者（児）の介護を行います。

・利用者負担額は、所得要件によります。

◎障害者短期入所事業

・事業は古川町の例により継続します。

身障者手帳１級～３級、療育手帳Ａ～Ｂ１ま

での障害のある２０歳未満の児童と保護者に支　

給します。

最高　月　１０，０００円

◎重度心身障害児福祉手当

・事業は神岡町の例により継続します。

福祉医療重度障害者に該当し、老人保健医療

の適用者の保険診療に係る自己負担額を助成し

ます。

県制度あり

市制度　身障４級、療育Ｂ２　非課税世帯

◎重度心身障害者老人特別助成
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・事業は古川町の例により継続します。

各地区が行う次の事業に対し、１／４補助

（限度額あり）

用地の購入　　　遊具等の整備

用地の賃借料

◎児童遊園地の整備に対する助成

・保育料は現行のとおりとし、３年をめどに統一します。（国の基準の５０％～７０％の範囲内で）

保育料徴収基準の最高額

古川町　　　０歳児　　　８０，０００円　　　　　　河合村　　　０歳児　　４６，０００円

１．２歳児　　　５６，０００円　　　　　　　　　　１．２歳児　　３２，０００円

３歳児　　　３４，９２０円　　　　　　　　　　　　３歳児　　３０，８００円

４歳児～　　２８，６６０円

宮川村　　　３歳児未満　３２，０００円　　　　　　神岡町　　　０歳児　　４０，０００円

３歳児以上　３０，８００円　　　　　　　　　　１・２歳児　　３２，５００円　　

３歳児～　２０，９００円

◎保　　　育　　　料

・３歳児以上については、月１，０００円徴収します。

◎保育園給食事業主食費

基　本　健　診　　１，０００円　　　　　　　乳がん検診　　　　　　８００円

胃がん検診　　　　１，０００円　　　　　　　骨粗鬆症検診　　　　　８００円

大腸がん検診　　　　　６００円　　　　　　　肺がん喀痰検診　　　　６００円

子宮がん検診　　　　　８００円　　　　　

・７０歳以上は、全項目無料とします。

・生活保護世帯は、無料とします。

・健康診査等に係る費用徴収規程を制定します。

◎成人病総合検診手数料

・４０歳、５０歳、６０歳を対象に半日ドッグを行います。

委託機関は、飛騨市民病院とし、

個人負担は、５，０００円とします。

（5 0、6 0歳男性で前立腺ガン検診希望者は５，６００円）

◎特別（節目）検診事業

・事業は現行のとおり継続し、事業内容を統一します。

・河合・宮川地区は古川と一緒に行います。

・各種教室・相談事業

◎母子保健事業

・事業は現行のとおり継続し、国の基準に準じて

調整します。

指導、相談、検査の実施と訓練による社会生活

への適応育成

使用料は支援制度によります。

◎障害児通園施設（ことばの教室）

・事業は現行のとおり継続します。

希望者はどのセンターにも参加できます。

◎地域子育て支援センター事業

・出産祝金を贈呈します。

第３子　　　　　５０千円

第４子以降　　１００千円

◎子づくり・出産等補助
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・事業は、神岡町の例により継続します。

・妊婦に受診券を交付します。

緑　券　（ＨＢｓ含む） １枚

白　券　（一般） ２枚

藤　券　（超音波検査） １枚

（３５歳以上の妊婦）

◎妊婦検診事業

・事業は現況のとおり継続し、新市において調整します。

河合村該当　　屋根の除・排雪に対し補助します。

◎老人等の住宅屋根雪下ろし補助

・事業は、現行のとおり継続し調整します。

・妊娠後期の通院等の経費の一部を補助します。

神岡町該当　　　１人　　５０，０００円

◎妊婦通院等補助

・事業は現行のとおり継続し、新市において調整します。

古川町該当　　放課後児童クラブ

利用料　　月２，５００円

・使用料については、現行のとおりとします。

・管理料については、古川町の１号～６号墓地は年１，０００円／１区画とし、宮川村及び神岡町の墓地は

管理料を徴収しません。

◎留守家庭児童対策

⑫－１　市民環境関係　　「環境」

◎公営墓地管理に関すること

・地区外者については、次のとおりとします。

大人（１２歳以上） １体　５０，０００円

子供（１２歳未満） １体　３０，０００円

胎児　　　　　　　　１体　２０，０００円

産汚物　　　　　　　１体　１５，０００円

保管料　　　　　　　　　　　５，０００円

◎火葬料金について

・地区内者（旧吉城広域連合構成町村）については無料とします。

・古川地区で現行のとおり継続し、新市において

調整します。

制度内容　　地区が不燃ごみ分別ステーション

建物を設置した場合、経費の１／２

を補助します。

限度額　　３０万円

◎分別ステーション設置補助金
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・各町村の現行のとおり継続し、新市において調整します。

古　川　町

◇ごみ収集　業者委託

◇可燃ごみ　

約8 4回／年　委託

ステーション収集

袋出し

◇埋立てごみ（その他）

約2 1回／年

拠点収集

◇缶

約2 1回／年

拠点収集

◇ガラスビン・ペット

約2 1回／年

拠点収集

◇くず鉄

約2 1回／年

拠点収集

◇段ボール　

２回／月　

拠点収集

◇新聞・雑誌

２回／月　

拠点収集

◇紙パック

１回／月

正式には実施して

いない

◇乾電池・蛍光管

３回／年　

拠点収集

◇小物家電製品

約2 1回／年

拠点収集

◇プラ容器

約2 6回／年

ステーション収集

◇粗大ごみは収集なし

自己搬入

◇食用廃油・牛乳パック

３回／年　

拠点収集

◇カーバッテリー

２回／月

拠点収集

河　合　村

◇ごみ収集　業者委託

◇可燃ごみ

２回／週

ステーション収集

袋出し

ボックス常設

◇埋立てごみ

２回／月

ステーション収集

◇缶

２回／月

ステーション収集

ボックス常設

◇ガラスビン・ペット

１回／月

ステーション収集

◇くず鉄

２回／月

ステーション収集

◇プラ容器

１回／月

ステーション収集

リサイクル倉庫自

己搬入

宮　川　村

◇ごみ収集　直　営

◇可燃ごみ

１回／週

地区の指定収集所

袋出し

◇埋立てごみ

１回／週

ステーション収集

（ボックス常備）

◇缶

１回／月

ステーション収集

ボックス等

◇ガラスビン・ペット

１回／月

ステーション収集

◇くず鉄

２回／月

ステーション収集

各団体が年２回程

度業者へ直接渡し

◇粗大ごみ

１回／月

地区の指定収集所

予約制

有料シール制

◇廃乾電池・蛍光灯

１回／年

地区の指定収集所

ボックス

神　岡　町

◇ごみ収集　直　営

◇可燃ごみ

２回／週

ステーション収集

袋出し

◇埋立てごみ（その他）

１回／月

ステーション収集

◇缶

１回／月

ステーション収集　

コンテナ等

◇ガラスビン・ペット

１回／月

ステーション収集

◇くず鉄

１回／月

ステーション収集

◇段ボール　

１回／月　

ステーション収集

◇新聞・雑誌

１～３月間１回／月

ステーション収集

◇紙パック

隔月

ステーション収集

◇乾電池・蛍光管

小物・家電製品

１回／月

ステーション収集

◇プラ容器

２回／月

ステーション収集

◇粗大ごみは収集なし

自己搬入

◎ごみ収集事業



－35－

・現行のとおり継続し、新市において調整し統一します。

（新市において、収集方法の改善・処分施設整備と平行し、分類を統一します。）

古　川　町
・可燃ごみ

・不燃ごみ（鉄くず類）

・埋立ごみ

（ガラス、陶器類）

・缶　類（２分別）

・ビ　ン（３分類）

・ペットボトル

・段ボール

・新聞、雑誌

・乾電池

・蛍光灯

・小物家電製品

・プラ容器

・粗大ごみ

・不燃性粗大ごみ

・可燃性粗大ごみ

・バッテリー

・食用廃油

・牛乳パック　

・綿製品

・白色トレイ　

・空きビン

・家電４品目

河　合　村
・可燃ごみ

・不燃ごみ

・埋立ごみ

・缶　類（１分別

・ビ　ン（１分類）

・ペットボトル

・段ボール

・新聞、雑誌

・紙パック

・乾電池

・蛍光灯

・小物家電製品

・プラ容器

・粗大ごみ

・家電４品目

宮　川　村
・可燃ごみ

・不燃ごみ

・埋立ごみ

・缶　類（２分別）

・ビ　ン（３分類）

・ペットボトル

・段ボール

・新聞、雑誌

・紙パック

・乾電池

・蛍光灯

・小物家電製品

・プラ容器

・粗大ごみ

・家電４品目

神　岡　町
・可燃ごみ

・不燃ごみ

・埋立ごみ

・缶　類（１分別）

・ビ　ン（１分類）

・ペットボトル

・段ボール

・新聞、雑誌

・紙パック

・乾電池

・蛍光灯

・小物家電製品

・プラ容器

・粗大ごみ

・家電４品目

◎ごみの分別種類について

・神岡町地区で現行のとおり継続します。

団体にお願いし、公共施設から排出される

生ごみをＥＭぼかしで堆肥化する実験的事業

市民病院　　給食センター　　たんぽぽ苑

ケアホスピタルたかはら

◎生ごみ堆肥化補助金

・神岡町の例により継続します。

◇実績割　　６円／㎏　　　　◇回数割　　３，０００円／回

◇逆有償分については新市が業者へ直接支払いをします。

◇登録団体へは計画書の提出を依頼し、回収日の調整をします。

◎リサイクル（資源回収）事業奨励金

・宮川村の例により継続します。

生ごみ堆肥化処理装置

生ごみ堆肥化処理容器

その他市長が認めた物

補助率　１／３　　　限度額　３０，０００円

◎生ごみ堆肥化装置設置補助金

・現行のとおり継続し、新市において調整します。

◎ごみカレンダー

・不燃ごみ収集手数料については

徴収しません。（廃止します）

◎不燃物収集手数料
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・可燃ごみ及びプラスチック容器指定袋料金は、神岡町の例により新市に引き継ぎ、不燃ごみ収集手数料に

ついては徴収しません。

・新料金の施行は平成１６年４月１日からとし、平成１６年２月及び３月については、現行のとおりの料金

を適用します。

・指定ごみ袋販売委託手数料は８％とします。

・切替猶予期間　　　平成１６年１０月３１日　

（各町村の可燃ごみ袋は１１月１日以降使用できません。）

（各町村のプラ容器袋は使用出来ます。）

◇収　　集　　

・可　燃　物　　　大６８円／枚　　　　小３４円／枚

・プラ容器袋　　　３０円／枚

・不燃ごみ　　　　無　料

◇持ち込み　

・可燃物焼却場持込料金　　　　　 ７円／㎏

・事業系段ボール・新聞・雑誌　　　１０円／㎏

・不　燃　ご　み　　　　　　　　 １０円／㎏

・粗大ごみの電気（機）製品　　　 ５０円／㎏

・敷物布団類　　　　　　　　　　 ３０円／㎏

・家　具　類　　　　　　　　　　 ５０円／㎏

・プラ製品　　　　　　　　　　　 ８０円／㎏　（スキーを含む）

・自転車、一輪車等機器類　　　 １００円／㎏

・埋め立てごみ　　　　　　　　 １００円／㎏

＊　平成１６年度は、家庭系は無料、事業系は１０円／㎏とし、３年を目途に１００円／㎏

とします。

・家電リサイクル関係（運搬）４，０００円／台

＊　破損した特定家庭用機器廃棄物については、リサイクル料金相当額に４，５００円を加

算した額とします。

・粗大ごみの荒城クリーンセンター分については、事業主体となる国府町と協議して決定します。

◎清掃手数料について

◇受付は、各振興事務所市民生活課で行います。

窓口直接、郵送

◇受付時間

月曜日　　　　　　８：３０～１８：１５

火曜日～金曜日　　８：３０～１７：１５

・戸籍届出

休日・時間外は宿・日直者が対応します。

・戸籍関係証明書

休日・時間外は取扱いをしません。

◇手　数　料　

◇ 戸 籍 ・ 除 籍 の 謄 抄 本 に 関 す る 証 明 手 数 料

・戸籍全部事項証明又は個人事項証明　　4 5 0円

・除籍全部事項証明又は個人事項証明　　7 5 0円

・戸籍一部記載事項証明　　　　　　　　3 5 0円

・除籍一部記載事項証明　　　　　　　　4 5 0円

・身元又は身分に関する証明　　　　　　3 0 0円

◇戸籍の届出等に関する証明手数料

・戸籍の届出若しくは申請の受理証明又は

その記載事項証明　　　　　　3 5 0円

・上質紙を用いた婚姻等の届出の受理証明

1 , 4 0 0円

◎戸籍異動等に関すること

⑫－２　市民環境関係　　「窓口業務」
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◇受付は、各振興事務所の市民生活課で行います。

◇休日における住民票及び印鑑証明書の発行の　

み、日直者が対応します。

・住民異動届

窓口で直接　　転出証明のみ郵送可

・住民票の発行

窓口で直接、郵便請求、相互発行

◇受付時間

月曜日　　　　　　８：３０～１８：１５

火曜日～金曜日　　８：３０～１７：１５

◎住民異動等に関すること

◇事業概要及び対象者　　　

２市２郡に住民登録又は住民登録があり本籍

がある方に証明書等をファックスによる電信に

て出力し、交付します。

◇受　　付

飛W市、高山市、吉城郡、大野郡各市町村　

の住民担当課（振興事務所）

◇手数料　

各自治体の手数料に基づきます

◇受付時間

平日８：３０～１７：００

◇取扱い証明書　　　　　　　　　　　　　　

・戸籍全部事項証明又は個人事項証明書

・除籍全部事項証明又は個人事項証明書

・戸籍一部記載事項証明書

・除籍一部記載事項証明書

・戸籍の附票

・外国人登録済証明書

・住民票、住民票記載事項証明書

・印鑑登録証明書

・納税証明書

◇受付時間

平日８：３０～１７：００

◎住民票等の相互発行について

◇受付は、打保郵便局（宮川）、東茂住郵便局（神岡）、袖川郵便局（神岡）で行います。

◎住民票等の郵便局における発行について

◇受付は、各振興事務所の市民生活課で行います。

窓口で直接

◇手　数　料

外国人登録に関する証明手数料　３００円

◇受付時間

月曜日　　　　　　８：３０～１８：１５

火曜日～金曜日　　８：３０～１７：１５

休日・時間外は取扱いをしません。

◎外国人登録等について

◇受付は、各振興事務所の市民生活課で行います。

窓口で直接　

◇手　数　料

印鑑登録に関する証明手数料

印鑑登録証明、印鑑登録証の交付

３００円

◇受付時間

月曜日　　　　　　８：３０～１８：１５

火曜日～金曜日　　８：３０～１７：１５

休日・時間外は取扱いをしません。

◎印鑑の登録事務について
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◇受付は、各振興事務所の市民生活課で行います。

窓口で直接　

◇手　数　料

臨時運行許可手数料　　　　　　７５０円

◇受付時間

月曜日　　　　　　８：３０～１８：１５

火曜日～金曜日　　８：３０～１７：１５

休日・時間外は取扱いをしません。

◎自動車の臨時運行許可に関すること

◇受付は、各振興事務所の市民生活課で行います。

窓口で直接　

◇手　数　料

埋火葬に関する証明手数料　　　３００円

◇受付時間

月曜日　　　　　　８：３０～１８：１５

火曜日～金曜日　　８：３０～１７：１５

休日・時間外は宿・日直者が対応

◎火葬場管理（受付事務）について

・４町村同一であり、現行のとおり継続します。

一般保険者　　　　３　割

退職被保険者

本　　　　人　　　３　割

被扶養者入院　　　３　割

被扶養者外来　　　３　割

◎療養給付金一部負担金

・賦課方式は４方式とし、料率については、古川

町を基準に新市において調整します。

古川町保険料率　　　応能割　（５０％）

所得割　　４０％

資産割　　１０％

応益割　（５０％）

均等割　　３５％

平等割　　１５％

◎保険料率等の基準

・古川町の例により継続します。

◇基金設置　　３００万円

◇貸付金　　　高額医療費相当額の９０％以内

限度額　３００万円　無利子

◇貸付対象　　町民６ヶ月以上　　　　　　　

◇貸付方法　　医療機関の請求書の提出による　

◇償還期限　　高額医療費支給時

◎高額医療費貸付事業

・４町村同一であり、現行のとおり継続します。

出産育児金　　　　３０万円

対　象　　　　国保被保険者

支払日　　　　届出後口座振替

◎出産育児金・葬祭費の支給

・４町村同一であり、現行のとおり継続します。

７割軽減、５割軽減、２割軽減を適用します。

◎軽　減　割　合

・４町村同一であり、現行のとおり継続します。

医療保険分　　５３０，０００円　　　　　　

介護保険分　　　８０，０００円

◎課　税　限　度　額

⑫－３　市民環境関係　「国民健康保険」
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・新市に１つの農業委員会を置き、４町村の農業委員会の選挙による委員は、平成１６年６月３０日まで引

き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任します。

新市の選挙による委員の定数は２６人とします。

◎農業委員の定数及び任期

・現行のとおり継続します。

・農業近代化資金等の農林漁業振興制度資金に対する利子補給

企業化資金、基盤強化資金、ＢＳＥ安定資金　　　　新規借入者　　補助率　県要綱による

◎農業近代化資金利子補給金

・現行のとおり継続し、新市において調整します。

◎農業改良組合

・古川町の例により継続します。 定額の運営育成補助　　（Ｈ１５より交付金へ変更）

◎農業改良組合補助金

・現行のとおり継続します。

なお、古川町の対象外農地については、Ｈ１６まで現行のとおり継続します。

・生産条件の不利地域の農業生産活動を行う農業者に対する補助

５年以上継続

単価　・急傾斜農用地　田　2 1 , 0 0 0円／10a           ・緩傾斜農用地　　　田　8 , 0 0 0円／1 0 a
・緩傾斜農用地　畑　 3 , 5 0 0円／1 0 a（宮川村） ・対象外の農地　　　田　2 , 0 0 0円／1 0 a（古川町）

◎中山間地域等直接支払い事業交付金

・現行のとおり継続し、新市において調整します。

◇古川町、宮川村、神岡町制度なし

◇河合村　

地元要望により作業路修復のため借り上げ

借り上げ料の１割を地元負担

◎林業用重機等分担金

・現行のとおり継続し、新市において調整します。

◇古川町、河合村制度なし

◇宮川村

農地の貸し借りに対して補助します。

１０ａ当たり　　３～６年　３，０００円

６年以上　６，０００円

◇神岡町

中核的農家の規模拡大及び農用地の荒廃防止

を目的として、利用権設定を受けた耕作者に対

し助成します。

利用権設定　　＠５，０００円／１０a

作業受託　　　＠５，０００円／１０a

◎農地流動化補助金

・４町村同一であり、現行のとおり継続します。

葬　祭　費　　　　　２万円

対　象　　　　国保被保険者

支払日　　　　届出後口座振替

◎葬祭費の支給

⑬－１　産業経済関係　「農林水産」
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・次のとおりとします。

◇間伐　◇天然改良　◇除伐

補助対象事業として森林組合が森林施業計　

画を樹立し、施業を実施した場合、所有者は

事業費の５％を負担します。

＊　ただし、市が指定した重点地区でかつ、既　

に森林組合と長期森林管理委託契約を締結し

ている所有者はＨ１６年度まで負担なしとし、

以降は新市で調整します。

◇下刈り　◇枝打ち

補助対象事業として森林組合が森林施業計

画を樹立し、施業を実施した場合、所有者は

事業費の２７％を負担します。

◇高齢者生きがい造林

県と同額を上乗せ補助します。

◇間伐材利用促進

県と同額（２，０００円／k）を上乗せ補　

助します。

◇間伐材利用施設設置

事業費の３０％以内を市が補助します。

◇造林作業路開設

限度額１，０００円／ｍで市が補助します。

◇造林作業路舗装

廃止します。

◎一般造林補助金

・事業費の３０％以内を市が補助します。

◎小規模造林事業補助金

・県補助事業は実施します。

河合村、神岡町の単独事業は廃止します。

◎中核森林技術者定着促進事業補助金
（事業主負担補助）

・買い上げ単価は、次のとおりとします。

◇イノシシ　　　　８，０００円

◇ウサギ　　　　　　　５００円

◇ハ　ト　　　　　　　５００円

◇カモシカ　　　　委託料で対応

◇カラス　　　　　１，０００円

◇ク　　マ　　　　　２０，０００円

◇サ　　ル　　　　　１０，０００円

◇スズメ　　　　　　２０，０００円以内

（１，０００羽～）

◇ヌートリア　　　　　　　２５０円以内

◎有害鳥獣駆除事業（捕獲奨励金）

・現行のとおり継続します。

県と同額を補助します。

◎産直住宅建設促進事業補助金

・河合村の例により継続します。

イノシシ被害防護柵設置補助

１／２以内

◎野生動物進入防止施設補助金

現行のとおり継続し、新市において調整します。

岐阜県漁業近代化資金利子補給規則の規定に

り、予算の範囲内で年利率１％以内の額を漁

業者に対し利子補給を行います。

◎河合村漁業近代化資金利子補給

・現行のとおり継続し、新市において調整します。

市単独補助で対応します。

◎養魚場災害復旧費補助金

・現行のとおり継続し、新市において調整します。

事業開始年度　　　　進捗率

古川町　　　Ｓ５６　　　５６．７３％

河合村　　　　　Ｈ　６　　　１０．３１％

宮川村　　　　　Ｈ　１　　　　５．３８％

神岡町　　　　　Ｈ１３　　　　０．００％

◎地積調査事業

現行のとおり継続します。

河合村・宮川村該当　　期末における借入金残高

に対し、年１０％を限度

として計算した金額の

１／２以内の合計額

◎農業近代化資金利子補給金（水産～）
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・制度は古川町の例により継続します。

市内に１年以上在住する２０歳以上の人を対

象に労働金庫を通じて貸付します。

限度額（１世帯） ５０万円以内

利　率　　　　　　金融機関所定の利率

返　済　　　　　　３年以内

◎勤労者生活安定資金融資

・制度は神岡町の例により継続します。

市内に１年以上在住する２０歳以上の人を対

象に労働金庫を通じて貸付します。

限度額（１世帯） ５００万円以内

利　率　　　　　　　　金融機関所定の利率

返　済　　　　　　　　１５年以内

◎勤労者住宅資金融資

・事業は古川町の例により継続します。

市内企業労働者が軽スポーツを通して

年１回（１０～１１月頃）交流する事業。

◎企業まつり開催事業

・定住促進を図るため、１年以上就職した方に奨

励金を交付します。

学　卒　就　職　　　　　　　　　５万円　　

帰市、転入就職（満４５歳以下） ３万円

対象事業所

製造業、建設業、卸売・小売業、

サービス業、運輸・通信業で別に

規則で定めるもの

◎就職促進奨励金

・制度は古川町の例により継続します。

・他市町村に居住している方で、飛W市民になろうとするために住宅を新築（購入）した方。

・飛W市民で初めて市内に住宅を取得・新築した方。

・「飛W市都市計画用途地域内における小宅地に住宅を有する者の移転に伴う助成金交付条例」第２条に該

当する方。

・助成金額

住宅部分及び宅地に対する固定資産税から、その住宅にかかる軽減税率を差し引いた額。

期間は３年間

・現行のとおり継続し、合併後２年以内を目途に民営化を図ります。

なお、廃止統合を含め、健全経営への取り組みを継続して行います。

古川町
・まつり会館

・飛騨の匠文化館

・ぬく森の湯すぱ～ふる

他

河合村
・ゆうわ～くはうす

・ＹＵ・ＭＥハウス

・なかんじょキャンプ場

他

宮川村
・おんり～湯

・まんがサミットハウス

・ナチュールみやがわ

他

神岡町
・流葉交流センター

Ｍプラザ

・春慶館

・山之村キャンプ場　

他

◎住宅建設等促進助成金

◎観光関連施設

・制度は古川町の例により継続します。

民間賃貸住宅の家賃の１／３を補助

限度額　　１万円／月 ２年間

年　齢　　４５歳以下

◎ウエルカムＩターン奨励金

⑬－２　産業経済関係　「勤労者・若者定住」

⑬－３　産業経済関係　「観光」
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・事業は現行のとおり継続し、観光協会及び地域住民や地域団体と協働で行います。

古川町
・古川祭

・屋台交替式

・きつね火まつり

・三寺まいり

・飛騨古川冬物語　　

他

河合村
・ふれあいコンサート

・夏の雪まつり

・自然体験事業

・麻布十番納涼雪まつり

他

宮川村
・Ｅボート大会

・海山交流市

・親雪まつり

・国際メルヘン

アニメ映像祭　他

神岡町
・ジオスペース

アドベンチャー

・夏祭り

・神岡飛騨獅子まつり

・金比羅まつり

・クリスタルキャンドル

タウン 他

◎各種イベント

・現行のとおり継続し、合併後２年以内を目途に民営化を図ります。

なお、廃止統合を含め、健全経営への取り組みを継続して行います。

古川町
施設なし

河合村
飛騨かわいスキー場

村が直営

宮川村
宮　川　村

白木ケ峰スキー場

（株）飛騨まんが王国

ヘ管理委託

神岡町
ひだ流葉スキー場

大阪　緑風観光ヘ

業務委託

◎スキー場施設

・市内で１年以上事業を行っている従業員２０人以下の法人及び個人を対象とします。

・限度額　　１，０００万円

・利　率　　金融機関所定の利率

・貸付期間　　８年以内

・資金使途　　運転資金、設備資金

◎小　口　融　資

・制度は古川町の例により継続します。

保証料の１／２を補助します。

◎小口融資保証料補給金

・借入利率

年３％を超えた、上限２％の部分を補給します。

ただし、貸付利率が３％を超え、上限の２％に満たない場合はその部分とします。

・補給期間

３年以内

◎小口融資利子補給金

・市内の中小企業者等が施設設備及び工場を拡張する資金に対し利子補給を行います。

・利　子　補　給　　　　　年２％以内

・補　助　期　間　　　　　３年以内

・利子補助限度資金額　　　３００万円以上２，０００万円以内

◎商工業振興資金利子補給

⑬－４　産業経済関係　「商工」
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・制度は古川町の例により継続します。

・事業者が商店街の空き店舗等を活用する事業等に対する補助

・対象地区

飛騨市都市景観条例に該当する歴史的景観地区

及び駅前景観形成地区

・改修費　　（１／３補助、上限１００万円）

・賃借料　　（１／３補助、２年間、上限２０万円）

◎商店街空き店舗等活用事業奨励金

・制度は神岡町の例により継続します。

・空き家等を活用し、新しく事業を起こす方に対し助成を行います。

・補助額　（事業費の２０％、上限１００万円）

◎起業化促進事業補助金

・制度は古川町の例により継続します。

・事業費の１／３を補助　　　・補助対象事業費　　２００万円以上１，５００万円以下

◎共同街路照明施設設置事業補助金

・事業は古川町の例により継続します。

・工場を新たに設置する方に奨励措置を行います。

・奨励措置　　工場の用水確保、付帯道路、又は取付道路の施工及び敷地の荒造成。

◎企業誘致推進事業

・制度は古川町の例により継続します。

・製造業を営む事業者の工場適地の移転に対する奨励金交付

・対象事業費（５００万円以上１億円未満）の３％

◎工業適地移転事業奨励金

・制度は古川町の例により継続します。

・製造業を営む事業者が工場適地へ移転するために融資を受けた場合の利子の助成をします。

・利子補給　　３％以内　　　　　　・補助期間　　３年間

◎工業適地移転事業資金利子補給金

・制度は古川町の例により継続します。

・中小企業倒産防止共済の掛金を一部助成します。

・１ヶ月分の掛け金を助成します。

・上限　　８万円

◎中小企業倒産防止共済掛金補助金

・制度は神岡町の例により継続します。

・町の特産品を利用して特産品開発を行う団体に

補助します。

◎特産品・新商品開発支援補助金

・制度は神岡町の例により継続します。

・伝統工芸品の振興のための補助

◎伝統工芸品振興事業補助金
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・現行のとおり継続し、５年を目途に調整します。

◎水道使用料

◇納　　期　　　月末納期　　毎月徴収　　　

◇納付方法　　　現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整します。

◇検　　針　　　毎月検針

◎水道料金徴収

・現行のとおり継続し、５年を目途に調整します。

◎水道事業分担金

⑭－１　基盤整備関係　「上・下水道」

古川町
口径1 3 m mで

１ヶ月3 0k使用

上水道　　　4 , 0 9 5円

簡易水道　　4 , 0 9 5円

河合村
口径1 3 m mで

１ヶ月3 0k使用

簡易水道　　1 , 3 6 5円

宮川村
口径1 3 m mで

１ヶ月3 0k使用

簡易水道　　2 , 1 0 0円

神岡町
口径1 3 m mで

１ヶ月3 0k使用

上水道　　　3 , 0 2 0円

簡易水道　　3 , 0 2 0円

古川町
◇営農飲雑用水施設

整備分担金

・中山間地域総合整備

事業

総事業費の1 5％

（限度額5 0 , 0 0 0円／戸）

◇簡易水道施設整備

分担金

・新設　総事業費の7 5
％から国県補助金を

除した額

（限度額5 0 , 0 0 0円／戸）

・改良　総事業費の

8 0％から国県補助金

を除した額

（限度額5 0 , 0 0 0円／戸）

河合村
◇営農飲雑用水施設

整備分担金

・中山間地域総合整備

事業

総事業費の1 0％

◇簡易水道施設整備

分担金

・事業費を当該受益戸

数で除した１戸当た

り

・１万円未満

1 0 0％

・１万～３万円未満

4 0％

・３万円以上

3 0％

宮川村
◇営農飲雑用水施設

整備分担金

・中山間地域総合整備

事業

2 0 0 , 0 0 0円／戸

◇簡易水道施設整備分

担金

2 0 0 , 0 0 0円／戸

神岡町
・分担金

なし

・負担金

吸水管の工事費全額

・本管からメーターま

での工事費を接続

者で負担
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・現行のとおり継続し、５年を目途に調整します。

◇河合村、神岡町　　加入金なし

◎水道加入金

・現行のとおり継続し、新市において調整します。

◇古川町、河合村、宮川村　　　手数料なし　　　　　◇神岡町　１件５，２５０円

◎再開栓手数料

・古川町の例により継続します。

１件　１０，０００円（消費税別途）

◎給水装置工事事業者の指定手数料

・現行のとおり継続し、５年を目途に調整します。

◎下水道使用料

◇納　　期　　　月末納期　　毎月徴収　　　

◇納付方法　　　現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整します。

◇検　　針　　　毎月検針

◎下水道料金徴収

古川町
１ヶ月３０k使用

・公共下水道

４，４１０円

・特定環境保全

４，４１０円

・農業集落排水

４，２００円

河合村
１ヶ月３０k使用

・農業集落排水

４，０００円

・小規模排水

４，０００円

・簡易排水

４，０００円

・個別排水

４，０００円

宮川村
１ヶ月３０k使用

・農業集落排水

４，５１５円

神岡町
１ヶ月３０k使用

・公共下水道

４，９４０円

・特定環境保全

４，９４０円

・農業集落排水

４，９４０円

・個別排水

４，３００円

◇古　川　町 ◇宮　川　村

上水道加入金（税別）

１３ｍｍ

２０ｍｍ

２５ｍｍ

３０ｍｍ

４０ｍｍ

５０ｍｍ

５０，０００円

１１８，０００円

１８５，０００円

２６６，０００円

４７３，０００円

７４０，０００円

簡易水道加入金

数 　 河

三 ヶ 村

中 太 江

諏 　 訪

平 　 岩

五 ヶ 村

末 　 高

２８０，０００円

３００，０００円

４５０，０００円

３５０，０００円

３５０，０００円

３５０，０００円

３００，０００円

簡易水道加入金

１３～１６ｍｍ

２０ｍｍ

２５ｍｍ

３０ｍｍ

４０ｍｍ

５０ｍｍ

１５，０００円

２０，０００円

２５，０００円

３０，０００円

４０，０００円

５０，０００円

２００，０００円
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・現行のとおり継続し、新市において調整します。

古　川　町
下水道、農業数落排水が整備

されない地域及び公共下水道及

び農業集落排水が７年以上整備

されない地区に合併処理浄化槽

を設置する者に補助金を交付し

ます。 （国庫補助）

国、県、町がこの１／３を補助 設置に要する費用から上記控除

額を引いた額か限度額の低い方

宮　川　村
下水道化構想の中で農業集落

排水処理区に含まれない地域に

おいて合併処理浄化槽を設置す

る方に対する補助。

神　岡　町
集合処理区域外の住居に対して

補助します。

河　合　村
制度なし

◎合併処理浄化槽設置整備事業補助金

・次のとおりとします。

・融資額　　2 0 0万円まで

・償還期限　　 6 0月以内

◎水洗便所等改造資金融資斡旋事業

・制度は古川町の例により継続します。（河合村、宮川村、神岡町制度なし）

・集会場、広場等の排水設備等工事に対して助成金交付１／２か４０万円のいずれか低い方

◎水洗便所等改造資金特別助成金

・現行のとおり継続し、５年を目途に調整します。

古　川　町
都市計画下水道

・区域内の土地の面積

に3 0 0円／g を乗じ

た額

特定環境保全下水道事

業

・単独事務費を除く管

渠整備事業費の6 . 5％

農業集落排水事業

・事業費（単独事業費

河　合　村
農業集落排水事業

小規模排水事業

簡易配水施設

個別排水事業

・一　般

2 0 0 , 0 0 0円／戸

・事業者

2 0 0 , 0 0 0～4 5 0 , 0 0 0円／戸

宮　川　村
農業集落排水事業

・一　般

3 0 0 , 0 0 0円／戸

・事業者

3 0 0 , 0 0 0～4 5 0 , 0 0 0円／戸

神　岡　町
公共下水道

・2 8 0 , 0 0 0円／戸

特環下水道

・4 0 0 , 0 0 0円／戸

農集下水道

・4 0 0 , 0 0 0円／戸

個別排水

・4 0 0 , 0 0 0円／戸

◎下水道事業分担金（負担金）

・次のとおりとします。

・年利子の１／２相当額を補給

・補助期間　　５年以内

◎水洗便所等改造資金利子補給事業

設置基準

５人槽以下

６～７人槽

８～50人槽

５人槽

6～10

11～20

21～30

31～50

控除額

30万

30万

33万

33万

36万

限度額

70万

90万

厚生労働省

基準額

限度額

375,000円

438,000円

555,000円

設置基準

５人槽以下

６～７人槽

８～50人槽

限度額

339,000円

494,000円

854,000円

・現行のとおり継続し、５年を目途に調整します。

古　川　町
特定環境保全公共下水道

・事業費の6 . 5％

農業数落排水

・袈裟丸3 7 4 , 0 0 0円／戸

・三ヶ区3 5 9 , 0 0 0円／戸

河　合　村
農業集落排水事業

小規模排水事業

簡易配水施設

個別排水事業

・一　般

2 0 0 , 0 0 0円／戸

・事業者

2 0 0 , 0 0 0～4 5 0 , 0 0 0円／戸

宮　川　村
農業集落排水事業

・3 0 0 , 0 0 0円／戸

神　岡　町
公共下水道

・2 8 0 , 0 0 0円／戸

特環下水道

・4 0 0 , 0 0 0円／戸

農集下水道

・4 0 0 , 0 0 0円／戸

◎下水道新規加入金
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・古川町の例により継続します。（河合村、宮川村、神岡町は手数料なし）

・１件　　１０，０００円（消費税込み）

◎排水設備工事事業者指定手数料

・現行のとおり継続します。（河合村、宮川村、神岡町該当なし）

◇古　川　町

▽役場前駐車場

▽月　極

・若宮駐車場

◎駐車場使用料

・制度は古川町の例により継続します。（河合村、宮川村、神岡町は制度なし）

・駐車場に係る補助　　　　　敷地造成、敷地購入、敷地借り入れ

◎駐車場設置促進補助金

・現行のとおり継続します。（宮川村、神岡町制度なし）

古　川　町
Ｈ1 1 . 9 . 1 5災害により被害を受け、復旧のため借り

入れる事業資金利子助成　（Ｈ1 6廃止予定）

支払利子の２％以内　　　　３年間

河　合　村
Ｈ1 1 . 9 . 1 5災害により被害を受け、復旧のため借り

入れる事業資金利子助成

◎豪雨災害対策緊急特別措置

・現行のとおり継続し、新市において調整します。 （河合村、神岡町事業なし）

古　川　町
◇歴史的景観地区

・建築物の新築、増築、改築、改修

１／４以内　　上限４０万円

・その他の工作物及び外構、修景

１／４以内　　上限１０万円

◇景観重要建築物（未指定）

・歴史的に重要な建物の修理等及び優れた近代

洋風建築物（明治から戦前の洋館）の修理

１／４以内　　上限４０万円

◇住民による優れた景観づくり活動等

１／４以内　　上限１０万円

◇景観樹木等

・指定した景観上重要な樹木の剪定等

１／４以内　　上限　1 5 , 0 0 0円／本

◇屋外広告物の設置（歴史的景観地区のみ）

・景観に調和させるための設置、改修、除却

１／４以内　　上限　2 5 , 0 0 0円

◎景観条例に基づく助成事業

⑭－２　基盤整備関係　「建設」

普 通 車

観 光 バ ス

普　通　車

中　型　車

大　型　車

午前７時～午後６時

１時間　 100円

１　回　3,000円

3,000円

4,000円

5,000円

午後６時～午前７時

500円

500円

・役場前駐車場

普　通　車 5,000円

・円光寺、壱之町駐車場

普　通　車 4,000円

・駅前駐車場

普　通　車 6,000円
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宮　川　村
H1 4年より制度化

◇ふるさと景観保全地域内の石積み、板倉の補修

事業費の８０％以内

◇ふるさと景観保全認定団体が行う景観保全活　

動事業

事業費の１００％以内

・現行のとおり継続します。

・広告板、広告塔、アーチ等

（広告表示面積５g当たりの単価、５g未満の端数は５gとして扱う）

◇電飾設備なし

◎野外広告物の許可手数料

・現行のとおり継続します。

古　川　町
◇公営住宅

・家　賃

収入に基づき算出

・敷　金

家賃の３ヶ月分の

範囲内

◇特定公共賃貸住宅

・家　賃

収入に基づき算出

・敷　金

家賃の３ヶ月分の

範囲内

河　合　村
◇公営住宅

（Ｈ１６建設予定）

◇特定公共賃貸住宅

・家　賃

２５，０００円

・敷　金

家賃の３ヶ月分の

範囲内

宮　川　村
◇公営住宅

・家　賃

収入に基づき算出

・敷　金

家賃の３ヶ月分

範囲内

◇特定公共賃貸住宅

・家　賃

収入に基づき算出

・敷　金

家賃の３ヶ月分の

範囲内

神　岡　町
◇公営住宅

・家　賃

収入に基づき算出

・敷　金

家賃の３ヶ月分の

範囲内

・駐車場

１台　　1 , 0 0 0円／月

◇特定公共賃貸住宅

・家　賃

収入に基づき算出

・敷　金

家賃の３ヶ月分の

範囲内

・駐車場

１台　　1 , 0 0 0円／月

◎公営住宅使用料

１年以下のもの

～２年以下のもの

２年超

電柱又は街灯柱を利用する広告物

立　　看　　板

は　　り　　札

ア ド バ ル ー ン

は り 紙

広告幕及び広告網

その他の広告物

900円

1,520円

2,240円

１個　　300円

１枚　　200円

１枚　　 80円

１個　　600円

100枚　　400円

１枚　　300円

１個　　300円

◇電飾設備あり

１年以下のもの

～２年以下のもの

２年超

1,200円

2,090円

3,080円
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・古川町の例により継続します。

ただし、河合村、宮川村においては３年間は現行のとおり継続します。

古　川　町
◇融雪式

工事費の2 0％

限度額　1 5万円

◇落雪式

工事費の2 0％　　　

限度額　1 5万円

◇高床式

基礎、床下部分の

工事費の２０％

限度額　1 5万円

◇耐雪式

一般木造住宅との

工事費の差額の2 0％　

限度額　1 5万円

河　合　村
◇融雪式

工事費の4 0％

限度額　4 0万円

◇落雪式

工事費の4 0％

限度額　4 0万円

◇高床式

基礎、床下部分の

工事費の4 0％

限度額　4 0万円

◇耐雪式

一般木造住宅との

工事費の差額の

4 0％　　

限度額　4 0万円

◇除排雪用機械

購入費の4 0％

限度額　4 0万円

宮　川　村
◇融雪式

1 0 , 0 0 0円／g以内

限度額　2 0 0万円

◇落雪式

（勾配改良有）

7 , 5 0 0円／g以内

限度額　1 5 0万円

（勾配改良無）

2 , 0 0 0円／g以内

限度額　4 0万円

◇耐雪式

1 0 , 0 0 0円／g以内

限度額　2 0 0万円

神　岡　町
制度なし

◎克雪住宅等整備事業補助金

・古川町の例により調整し、継続事業については完了まで現行のとおり新市に引き継ぎます。

・経営林道開設分担金は廃止します。

◇公共林道分担率

林業用施設開設事業

総事業費の２０％

林業用施設改良事業

総事業費の２０％

◇県単林道分担率

林業用施設開設事業

総事業費の２０％

林業用施設改良事業

総事業費の２０％

◇市単林道分担率

林業用施設開設事業

総事業費の２０％

林業用施設改良事業

総事業費の２０％

◎林道開設改良分担金

・総事業費の２０％で調整し、継続事業の分担金については現行のとおり新市に引き継ぎます。

◇公共林道分担率

事業費の２０％

◇県単林道分担率

事業費の２０％

◇市単林道分担率

事業費の２０％

◎林道舗装分担金

・神岡町の例により継続します。

・優良宅地造成の認定　８６，０００円

・優良住宅新築の認定又は良質住宅新築の認定

１００g以下　　　６，２００円

～５００g以下　　　８，６００円

～２，０００g以下　　１３，０００円

～１０，０００g以下　　３５，０００円

１０，０００g超　　　４３，０００円

◎租税特別措置法の施行に関する事務手数料
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・古川町の事例により調整し、継続事業の分担金

については現行のとおり新市に引き継ぎ、新規事

業から農道舗装事業の分担率を２０％にします。

農道整備事業　　総事業費の２０％

農道舗装事業　　総事業費の２０％

◎ 県単土地改良事業分担金（農道整備）

・ほ場整備事業、暗渠排水事業ともに総事業費の

３０％とし、継続事業の分担金については現行

のとおり新市に引き継ぎます。

ほ場整備事業　　総事業費の３０％

暗渠排水事業　　総事業費の３０％

◎県単土地改良事業分担金（ほ場整備）

・古川町の事例により調整し、継続事業の分担金

については現行のとおり新市に引き継ぎ、新規事

業から農道舗装事業の分担率を２０％にします。

農道整備事業　　総事業費の２０％

農道舗装事業　　総事業費の２０％

◎市町村営土地改良事業分担金（農道整備）

・ほ場整備事業、暗渠排水事業ともに総事業費の

３０％とし、継続事業の分担金については現行

のとおり新市に引き継ぎます。

ほ場整備事業　　総事業費の３０％

暗渠排水事業　　総事業費の３０％

◎市町村営土地改良事業分担金（ほ場整備）

・古川町の事例により調整し、継続事業の分担金

については現行のとおり新市に引き継ぎ、新規事

業から農道舗装事業の分担率を２０％にします。

農道整備事業　　総事業費の２０％

農道舗装事業　　総事業費の２０％

◎ 団体営土地改良事業分担金（農道整備）

・ほ場整備事業、暗渠排水事業ともに総事業費の

３０％とし、継続事業の分担金については現行

のとおり新市に引き継ぎます。

ほ場整備事業　　総事業費の３０％

暗渠排水事業　　総事業費の３０％

◎団体営土地改良事業分担金（ほ場整備）

・林道災害復旧（公共）は、

補助残の２０％とします。

・林道災害復旧（単独）は、

総事業費の２０％とします。

・平成１５年災までは現行のとおり新市に引き継

ぎます。

◎林道災害復旧事業分担金

・農地災害復旧（公共）は、補助残の3 0％とします。

・農地災害復旧（単独）は、総事業費の3 0％とします。

・農業施設災害復旧（公共）は、補助残の3 0％とします。

・農業施設災害復旧（単独）は、総事業費の2 0％とします。

・平成1 5年災までは現行のとおり新市に引き継ぎます。

◎農地、農業施設災害復旧事業分担金
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・神岡町は廃止します。古川町、河合村及び宮川村は現行のとおり新市に引き継ぎます。

古　　川　　町
①農道新設改良事業

総事業費の１５％

②農道舗装事業

総事業費の１５％

③農業用排水施設整備事業

幹線水路　総事業費の　３％

一等水路　総事業費の　５％

二等水路　総事業費の１０％

三等水路　総事業費の１５％

④営農飲雑用水施設整備

総事業費の１５％

一戸当たり５０万円を超えた場

合は５０万円に加入施設数を乗

じて得た額とします。

＊平成１４年度より改正

（継続事業は従前の率による）

河　　合　　村

③農業用排水施設整備事業

Ｈ１４制定予定

総事業費の１０％

④営農飲雑用水施設整備

Ｈ１４制定予定

総事業費の１０％

宮　　川　　村
①農道新設改良事業

事業費の５％

③農業用排水施設整備事業

事業費の５％

④営農飲雑用水施設整備

給水メーター１個につき

２０万円

⑤農業集落防災安全施設整備事

業（流雪溝）

事業費の５％

（＊Ｈ１５年度から予定）

◎県営土地改良事業分担金（中山間地域総合整備事業）

・現行のとおり新市に引き継ぎます。（古川町、河合村、宮川村は事業なし）

◇神　岡　町　　　

・農業用施設整備の受益者負担に対する補助（農林金融公庫融資の賦課金等相当額を補助）

ほ場整備区域内にある町道改良分を負担

Ｈ１５　　　　２３６，０００円　　　　　

Ｈ１６　　　　　９２，０００円　　　　　　　　　　　　（Ｈ１６年度で終了）

◎農業用施設整備事業費補助金（債務負担）

・現行のとおり継続します。（古川町のみ該当あり）

・岐阜県土地改良事業団体連合会へ加入から５年間拠出。ただし、債務負担ではありません。

宮川右岸用水　上気多樋門　　Ｈ１３～Ｈ１７　　　　宮川右岸用水　　　Ｈ１４～Ｈ１８

瀬戸川用水　　下気多樋門　　Ｈ１３～Ｈ１７　　　　大久古用水　　　　Ｈ１５～Ｈ１９

◎土地改良施設維持管理適正化事業拠出金

・現行のとおり新市に引き継ぎ、適正な維持管理

に努めます。

（神岡町のみ該当）

◎山田防災ダム事業

・神岡町の例により引き継ぎます。

・幹線道路　　昼間　　１０ｃｍ程度

夜間　　１０～１５ｃｍ程度

・その他　　　昼間　　１０ｃｍ程度

夜間　　１０～１５ｃｍ程度

◎除雪出動基準
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・現行のとおり新市に引き継ぎます。

◇飛W市民病院　　　　　　

◇ケアホスピタルたかはら（指定介護療養型医療施設）

▽飛W市河合診療所

▽飛W市宮川診療所　　　　　▽飛W市杉原診療所

▽飛W市袖川診療所　　　　　▽飛W市山之村診療所

◎診療所・病院施設の状況

・現行のとおり新市に引き継ぎます。

◇診療時間

医科

８時３０分～１２時

１４時～１６時

◇休診日

土日、祝祭日、年末年始

河　　合　　村
■河合診療所

◎診療所・病院施設の診療時間、休診日

⑮　市立病院・診療所関係

曜日

月

火

水

木

金

午前

診察

診察

診察

診察

診察

午後

訪診

訪診

研修

診察

訪診

◇診療時間

医科　　　　　９時～１２時

出張診療　　１４時～１６時

◇休診日

土日、祝祭日、年末年始

◇代診

毎週水曜日

９時３０分～１２時

久美愛病院　　内科

宮　　川　　村
■宮川診療所、杉原診療所

曜日

月

火

水

木

金

午前

診察

診察

診察

診察

診察

午後

杉原出張診療

診　察

休　診

杉原出張診療

診　察

神　　岡　　町
■袖川診療所

◇診療日　　　月・水・金

◇診療時間　　９時～１７時

◇休診日　　　火・木

土日、祝祭日、年末年始

■山之村診療所

◇診療日　　　水

（看護師は月～金常勤）

◇診療時間　９時～１７時

◇休診日　　月・火・木・金

土日、祝祭日、年末年始

＊町病院内科医に委託

■町病院

◇診療日　　月～金

◇診療時間　９時～1 7時1 5分

◇休診日

土日、祝祭日、年末年始

■ケアホスピタルたかはら

外来診療なし

・勤務内容は現行のとおり継続します。

■河合診療所

時間外診療業務

医　師　　自宅待機

看護師　　自宅待機

◎時間外診療

■宮川診療所、杉原診療所

時間外診療業務

医　師　原則　自宅待機

看護師　当番制による自宅

待機　　　　　　

電話対応（留守電、役場経由

の呼び出し）

■袖川診療所

時間外診療業務なし

■山之村診療所

時間外診療業務なし

■町病院

時間外診療業務

医　師　　宿日直制

看護師　　宿日直制

■ケアホスピタルたかはら

時間外診療業務なし
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・市民病院、ケアホスピタルたかはら　については、現行のとおり継続します。

・河合診療所、袖川診療所の病床については廃止します。

■市民病院　　

ベッド数　　９９床

常時入院受入体制あり

■ケアホスピタルたかはら

ベッド数　　７６床

常時入院受入体制あり

◎入院に関する業務

・事業は現行のとおり継続し、負担額を統一します。

古　川　町
保護者負担額（年額）

小学生　4 2 , 6 0 0円

中学生　4 9 , 8 0 0円

河　合　村
保護者負担額（年額）

小学生　5 1 , 6 0 0円

中学生　5 8 , 8 0 0円

宮　川　村
保護者負担額（年額）

小学生　5 2 , 8 0 0円

中学生　6 1 , 2 0 0円

神　岡　町
保護者負担額（年額）

小学生　4 4 , 4 0 0円

中学生　5 2 , 8 0 0円

◎学校給食事業

・事業は現行のとおり継続します。

◇古　川　町

４台運行

◇宮　川　村

３台運行

◇河　合　村

２台運行

◇神　岡　町

５台運行

◎スクールバス運営事業

・貸付額は古川町に準じます。

・経済的な理由により修学が困難である方に対し学資の貸付を行います。

・高等学校　　２万円／月以内　　　　　　・大学、短期大学など　　５万円／月以内

◎奨学育英資金（貸付金）

⑯　教　育　関　係

・１６年度は現行のとおり継続します。１７年度以降は１６年度中に検討します。

古　川　町
・中学２年生　希望者

・助成あり

河　合　村
・中学２年生を全員

オーストリアへ派遣

・助成あり

宮　川　村
・中学２・３年生を全

員ベルギーへ派遣

（隔年）

・助成あり

神　岡　町
・中学３年生　希望者

（人数制限あり）

・助成あり

◎中学生海外研修

・１５年度シーズンは現行のとおり継続する　

・１６年度シーズンは検討する。

古　川　町
リフト券１１回券

（2 , 5 0 0円）を小・中

学生に無料配布

河　合　村
・小・中学生のシーズ　

ン券購入に対し、割

引制度

宮　川　村
・シーズン券の購入に

対し割引制度

神　岡　町
児童生徒用回数券販売

（１０回券、1 , 0 0 0円）

個人負担5 0 0円

◎スキーリフト券補助
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・通学区域は現行のとおり継続します。

古　川　町
・古川小学校

・古川西小学校

・古川中学校

河　合　村
・河合小学校

・河合中学校

宮　川　村
・宮川小学校

・宮川中学校

神　岡　町
・山田小学校

・神岡東小学校

・神岡西小学校

・山之村小学校

・神岡中学校

・山之村中学校

◎学校別通学区域

・現行のとおり継続しますが、新市において統一を検討します。

古　川　町
１月３日

総合会館

町内在住者が原則で

あるが、古川町に一時

的に在住した方も可

河　合　村
１月３日

中央公民館

河合中学校卒業生及

び村内在住者

宮　川　村
１月３日

公民館

神　岡　町
１月３日

中央公民館

町内在住者が原則で

あるが、学生で町外に

住んでいる方も可

◎成人式事業

・現行のまま継続し、新市において調整します。

古　川　町
・リスト音楽学院

マスターコンサート

・文化展、企画展等の

開催

・町民音楽祭

・子ども音楽芸術劇場

河　合　村
・アートマンスリー

推進事業

・村芝居公演

・野良着音楽祭

宮　川　村
・秋の彩り祭

神　岡　町
・芸術文化振興会運営

補助

・文化祭補助金

・おやこ劇場活動補助金

・名画劇場

◎文化振興事業


